
令和5年度（2023年度）1月度定例役員会配布物一覧

【ﾁｪｯｸ】

① 1月度定例会議案書

「ふれあい」　第131号　赤中PTA広報委員会 各単位1部

＜全戸配布および回覧板＞

① 赤坂台中学校｢学校」だより　1月号 回覧板数

② 街路樹更新工事のお知らせ（1丁・6丁のみ） 回覧板数

③ 男の料理教室 回覧板数

④ 「ハロー　111号」 全戸配布

⑤ 南緑道ウォーキング（チラシ） 回覧板数

＜掲示物（掲示板）＞ 　

① 交番だより・1月号 掲示板数

② 南緑道ウォーキング（ポスター） 掲示板数

掲示板数

＜黄色バインダー＞ 　

　　　【ﾁｪｯｸ】最初に配布物/部数が正しくそろっているかご確認ください。
　　　　 　  配布物の過不足、不明点がある場合は会長までお問合せください。



赤坂台校区連合自治会 1月度定例役員会議案書

2024（R6）年 1月 14日（日）午前 10時から 地域会館 1・ 2号室

1、会長あいさつ

2、2023(R5)「歳末助け合い運動」のお礼と報告（椋田委員長・別紙参照）

3、連合自治会より
（1）次年度役員への申し送り（別紙参照）

（2）2024（R6）年度、役員・委員等の推薦届の提出
3月度定例会（3月 10日）時までに提出してください。

（3）今後のスケジュール
2/11Sun定例役員会
3/10Sun定例役員会
4/14Sun第 47回定期総会
4月度定例役員会：総会と同日か翌週 21日（日）かを検討中

4、各委員会からの報告
(1) スポーツ推進委員会

（2）花くらぶ
（3）防災委員会

5、南区自治連合協議会（詳細は HP参照）

6、その他
(1)南堺防犯協会赤坂台支部から

歳末夜警実施報告（ビデオ）

夜警の御礼と防犯委員選出のお願い（別紙）

以上

次回の定例役員会は 2月 11日（日）午前 10時から





赤坂台校区連合自治会

次年度役員への申送り事項について（お願い）
2024(R6)年 1 月 14 日

各単位自治会・管理組合（以下「自治会等」という）におかれまして次年度の役員が決まりましたら、
新役員の方々へ下記事項の申送り（引継ぎ）をお願いします。

１． 連合自治会の定例役員会について
定例役員会は原則として毎月第２土曜日の次の日曜日午前 10 時から赤坂台地域会館で開催します。
各種行事等の都合により、開催日が変更される場合もあります。
2024(R6)年度 第 1回 定例役員会は、2024(R6)年 4月 14 日（日）定期総会後か
翌週 21 日（日）の開催を検討中です。

２． 連合自治会への分担金について
（１）単位自治会校区分担金 ６００円×世帯数（戸数）
（２）赤坂台ふるさとまつり分担金 ２００円×世帯数（戸数）
※上記の分担金の集金日は別途お知らせします。

３． 募金等の予定について
（１）日赤活動資金募集（5月）
（２）共同募金運動（10月）
（３）歳末助け合い運動（12 月）
※かっては個人募金でしたが、募金する役員・班長さん達の負担が大きく、現在は全ての自治会等
で実施していません。近年は自治会等での一括募金となっています。募金額につきましては自治
会等でご検討ください。

４． 各種委員会等への参加協力（選任）について
委員会等名称 幹事役員 各単位自治会 任期等

南区ふれあいまつり実行委員 16名 11 月10 日（日）予定

スポーツ推進委員会 １名 1年

みなみ花咲く街づくり推進事業 ― １名 １年

防災委員会 ― １名 1年

赤坂台ふるさとまつり実行委員会 ― 1名

8月 16（金）会場設営
17（土）祭り当日
18（日）後かたずけ
炎天下終日活動が必要です

５． 定期総会について
「第 48 回定期総会」は 2024(R6)年 4月 14 日（日）午前 9時 30分より、地域会館で開催します。

６． 堺市への世帯数等の登録について
毎年 3月に新年度の各単位自治会・管理組合の世帯数・回覧板等の組数（班数）・掲示板数を堺市に
報告します。
これは、堺市からの補助金や官公署からの配布物等の基準数となり、報告後は原則訂正ができないの
で確かな数値の報告をお願いします。

７． ボランティア保険への加入について
連合自治会では自治会活動時の事故に備え「ボランティア保険」に加入しています。
連合自治会で加入する対象者

（１）連合自治会役員（理事）
（２）スポーツ推進委員
（３）みなみ花咲く街づくり推進委員（通称：花くらぶ）
（４）防災委員
（５）赤坂台ふるさとまつり実行委員
※上記以外の方につきましては、自治会等にてご対応願います。また、重複加入されましても、1事



赤坂台校区連合自治会
故につき１補償となりますので加入の際にはご留意願います。

８． その他（原則各単位自治会等の会長）
校区内の火災発生時等に使用する「消防警戒区域立入許可証」（令和 9年 8月 31 日まで有効です）
を前任役員より引き継いでください。

9. HP の運用
役員用の HP を運用中です、各種連絡・情報は HPを参照してください。
自治会等は幹事役員用のタブレット・ PC・スマホ等の対応をお願いします。

赤坂台校区連合自治会 会長 石飛明夫
会長携帯： 090-5012-8884
会長あて Mail : akasakadai@outlook.jp
連合自治会 Mail： akasakadai@hb.tp1.jp
HP： akasakadai.info/index.html

「赤坂台校区連合自治会」の HP

「2023 赤坂台ふるさと祭り」の HP

以上




